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国家機関の建築物等における保全に関する発生事故、故障の報告について

（依頼）

標記について、国家機関の建築物等における保全に関する発生事故、故障に

ついて、各省各庁の施設保全責任者等が適切な保全を行うにあたり、施設が起

因となる事故・故障の情報を迅速に得る必要があります。

よって、同一の事故、故障を未然に防ぐため各省各庁の施設保全責任者等に

情報提供を行うにあたり、下記により報告されたい。

記

１．報告いただく事故、故障

（１）報告いただく事故

国家機関の建築物等で保全に関する発生した事故で重大な事故。

（２）報告いただく故障

国家機関の建築物等で保全に関する発生した故障で重大な故障。

２．この通知は、平成２２年３月２３日以降の保全に関する発生事故、故障の

報告に係るものから適用する。

（参考）


